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レ

　
住
し
、
私
出
挙
な
ど
も
行
い
、
従
類
な
ど
を
従
え
て
、
公
田
・
庄
田
・
墾
田
を
耕
作
す
る
大
名
田
堵
的
存
在
の
春
）
で
あ
っ
て
、
京
職
及
び
国
衙
の
所
管
の
　
　

　
も
と
に
、
雰
違
の
検
察
、
私
有
地
の
確
認
等
を
任
務
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
墾
田
の
み
の
鼎
私
有
を
許
さ
れ
た
特
殊
な
私
有
権
の
段
階
で
、
荒
野
開
発
の
許
可
、

賑
礁
醗
選
書
雛
裸
三
無
繍
響
果
し
て
い
た
瑛
口
分
田
と
墾
田
の
所
有
権
の
等
質
化
が
一
般
的
に
な
っ
た
段
　

は
　
じ
　
め
　
に

　
律
令
国
家
の
変
質
・
解
体
過
程
の
研
究
、
特
に
国
衙
領
の
変
質
の

研
究
は
、
本
来
律
令
体
制
に
と
っ
て
は
外
部
的
要
因
で
あ
っ
た
荘
園

…
閉
め
成
立
発
展
の
研
究
に
比
し
て
立
ち
お
く
れ
の
感
が
あ
っ
た
が
、

こ
こ
数
年
凡
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
、
先
張
諸
兄
の
努
力
が
結

集
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
特
に
農
村
構
造
に
最
も
密
接
に
関
係
す
る
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

政
治
組
織
に
つ
い
て
、
欄
度
的
側
面
か
ら
松
鋼
久
人
氏
が
、
又
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

構
造
の
側
爾
か
ら
吉
田
日
照
氏
が
、
郷
司
の
成
立
に
つ
い
て
相
次
い
で

論
交
を
発
表
さ
れ
た
。

　
松
岡
久
人
氏
は
、
郷
戸
一
五
保
一
郷
長
の
系
列
に
よ
る
地
方

行
政
組
織
は
、
平
安
初
期
刀
禰
勢
力
の
始
頭
と
相
前
後
し
て
く
ず
れ
、

郡
衙
が
細
分
さ
れ
て
小
地
域
別
租
税
徴
収
機
構
が
刀
禰
勢
力
を
中
心

と
し
て
形
成
さ
れ
た
事
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
吉
田
晶
氏
は
、
郷
長
に

よ
る
支
配
は
、
大
化
改
新
前
よ
り
存
在
し
た
氏
族
共
同
体
の
男
茎
を

利
用
し
つ
つ
、
原
則
釣
に
は
そ
の
族
長
的
性
格
を
排
除
し
つ
つ
成
立
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し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
氏
族
共
同
体
遺
制
の
崩
壊
に
つ
れ
て
、
郷

長
の
役
割
を
果
し
得
な
く
な
り
、
有
力
家
父
長
一
郡
雑
任
・
公
的
代

表
者
と
し
て
の
刀
禰
、
更
に
彼
等
を
組
織
し
て
一
号
の
代
表
者
で
あ

る
郷
国
に
そ
の
役
割
を
と
っ
て
代
ら
れ
る
様
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
私
も
こ
の
筋
道
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
賛
成
で
あ
り
、

啓
発
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
が
多
少
の
異
論
も
あ
り
、
殊
に

郷
司
を
中
心
に
考
察
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
末
端
組
織
で
あ
る
刀
禰
の

性
格
が
曖
昧
に
し
か
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い

て
の
べ
た
い
と
思
う
。

①
松
岡
久
人
「
郷
司
の
成
立
に
つ
い
て
縞
『
罷
史
学
研
究
』
一
二
五
号
。

②
　
吉
田
日
照
「
郷
司
制
成
立
に
関
す
る
若
干
の
聞
題
」
　
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二

　
三
号
。

　
律
令
村
落
の
末
端
行
政
機
構
で
あ
っ
た
五
保
は
、
五
家
相
保
っ
て
、

非
違
の
検
察
・
犯
過
人
の
摘
発
・
保
内
芦
口
の
移
動
の
管
理
、
不
幸

に
し
て
逃
亡
戸
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
追
跡
と
口
分
田
の
均
分
佃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

食
．
租
調
代
輸
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
五
保
が
同
族
的

廠
縁
的
結
合
と
地
縁
的
結
合
と
い
ず
れ
を
原
理
と
し
て
結
ば
れ
て
い

た
か
に
よ
っ
て
、
村
落
の
性
格
竜
大
き
く
左
右
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
の

に
、
未
だ
は
っ
き
り
し
な
い
。
石
碍
田
正
氏
は
①
鎚
葬
令
筆
癖
戸
絶

条
古
記
に
「
四
隣
五
塗
筆
四
隣
井
五
隠
勢
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、

五
保
が
隣
接
す
る
五
戸
か
ら
成
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
四
隣
と
墨
筆

を
特
に
区
別
す
る
必
要
が
な
い
。
②
公
式
令
須
責
保
条
義
解
に
「
当

保
県
遠
、
無
レ
使
晶
就
責
［
者
、
随
レ
押
取
縞
当
処
之
人
“
」
と
あ
る
と
こ
ろ

「
か
ら
、
保
の
構
成
は
必
ず
し
も
同
一
場
所
に
隣
接
し
て
い
な
い
。
③

太
宝
二
年
美
濃
国
加
毛
郡
半
商
塁
の
戸
籍
に
、
秦
人
陰
の
み
で
構
成

し
て
い
る
五
保
が
三
、
秦
人
に
関
係
深
い
不
破
野
族
を
二
戸
含
む
だ

け
の
五
保
が
一
で
他
の
五
保
は
県
主
族
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る

事
か
ら
、
「
西
人
と
い
う
帰
化
人
が
村
落
内
に
お
い
て
も
一
定
の
場
所

に
か
た
ま
っ
て
聚
落
し
て
い
た
事
の
反
映
」
で
あ
る
と
い
う
可
能
性

も
考
え
ら
れ
な
が
ら
、
　
「
必
ず
し
も
隣
接
す
る
五
保
で
組
織
せ
ず
、

同
じ
郷
内
な
ら
ば
同
族
的
結
合
の
強
い
所
で
は
そ
う
い
う
関
係
を
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

礎
と
し
て
編
成
し
た
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
松
岡
氏
も
そ
れ
を
継
承

し
て
四
隣
と
は
異
る
人
的
結
合
組
織
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。

　
第
一
に
四
隣
と
五
保
の
関
係
に
つ
い
て
、
戸
車
五
家
条
に
相
当
す

る
隠
匿
で
は
、
開
元
七
年
令
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
四
家
為
レ
隣
、
五
家
為
レ
課
、
…
中
略
…
保
有
レ
長
、
以
網
禁
約

開
元
二
十
五
年
令
に
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．振証フコ醐について（秋宗）

諸
戸
皆
以
昌
強
腰
一
相
保
、
以
粗
検
察
、
勿
レ
造
昌
非
違
嶋
如
レ
有
事
羅
客
来
過
止

宿
淵
及
保
内
之
人
有
レ
所
昌
行
詣
一
心
語
二
選
保
一
知
。

と
あ
る
が
、
我
令
で
は
、
獄
重
犯
死
罪
条
に
四
隣
、
喪
葬
令
身
喪
戸

蛍
雪
に
四
隣
五
保
の
語
が
出
て
来
る
の
み
・
で
、
そ
の
性
格
と
構
成
を

定
め
る
べ
き
受
令
の
諸
条
に
は
書
函
に
関
し
て
の
み
規
定
し
て
い
る

こ
と
は
、
智
略
の
四
隣
と
五
保
に
構
成
上
の
差
を
認
め
な
か
っ
た
の

で
、
四
隣
を
採
用
せ
ず
五
保
に
そ
の
役
割
を
果
さ
せ
た
と
考
え
る
。

　
第
二
に
、
五
一
条
古
記
に

　
一
戸
之
内
縦
有
＝
十
三
ハ
以
レ
戸
為
レ
限
。
不
レ
計
＝
家
多
少
一
也
。
但
一
戸
之
内

人
至
扁
於
他
序
｝
有
レ
家
者
、
量
レ
便
二
割
入
扁
三
保
｝
．
耳
。

と
あ
h
ン
、
五
三
が
地
縁
的
に
結
ば
れ
た
と
解
釈
す
る
説
も
あ
る
。

　
第
三
に
戸
逃
走
条
・
犯
死
罪
条
・
身
喪
戸
絶
廃
園
に
近
親
者
（
戸

逃
走
条
で
は
三
等
親
ま
で
、
身
喪
冠
絶
条
義
解
で
は
五
等
親
ま
で
、
同
古
記

で
は
本
説
並
び
に
外
祖
父
緑
ま
で
を
含
む
）
と
五
保
を
摺
対
立
す
る
概
念

と
し
て
使
用
し
て
い
る
点
、
及
び
、
新
ら
た
に
戸
籍
に
附
す
る
場
合

や
罪
を
犯
し
た
婦
人
が
出
産
の
為
出
獄
を
請
う
場
合
に
、
何
人
か
の

保
証
を
必
要
と
し
た
が
、
五
保
の
内
の
人
が
そ
の
任
に
当
る
こ
と
が

　
　
　
⑤

多
か
っ
た
。
し
か
る
に
親
属
は
偽
証
し
て
も
罪
を
減
じ
ら
れ
る
場
合

が
あ
る
　
（
詐
偽
律
）
　
の
で
保
証
と
な
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
双
方
を
考
え
合
せ
る
と
、
五
保
は
少
な
く
と
も
原
則
と
し
て
は

血
縁
関
係
で
結
ば
れ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
得
る
。
第
五
に
奈
良
時

代
の
土
地
売
券
に
五
保
が
近
接
五
戸
で
構
成
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
を

示
す
も
の
が
あ
る
。
天
平
十
七
年
に
山
城
国
宇
治
郡
賀
美
郷
の
人
宇

治
宿
禰
大
国
が
藤
原
南
夫
人
に
賀
美
郷
提
緊
緊
の
家
及
び
地
七
反
、

　
　
　
　
　
　
⑥

山
二
町
を
貢
い
だ
の
で
、
藤
原
南
夫
人
家
か
ら
検
知
使
が
実
地
に
や

っ
て
来
て
地
数
及
び
所
在
の
倉
屋
の
数
を
計
録
し
た
時
、
そ
の
地
の

東
に
は
矢
田
部
麻
霞
の
家
、
酉
に
は
宇
治
連
奈
多
麻
呂
の
家
、
東
北

に
は
道
守
臣
人
足
の
家
が
あ
り
、
南
は
大
国
自
身
の
家
、
北
は
草
山

道
に
接
し
て
い
た
と
云
う
。
と
こ
ろ
が
先
に
天
平
十
二
年
置
大
国
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

岡
屋
郷
戸
主
道
守
臣
人
足
か
ら
こ
の
地
を
買
っ
た
際
、
絹
兇
三
七
と

し
て
、
保
長
宇
治
連
錺
以
下
矢
田
部
造
麻
呂
、
江
差
臣
東
人
、
出
雲

臣
真
梗
が
加
渇
し
て
居
り
、
こ
の
う
ち
葦
占
臣
東
人
は
天
平
十
七
年

　
　
　
　
　
⑧

優
波
動
野
臥
解
に
よ
っ
て
加
美
郷
の
戸
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。

即
ち
当
事
者
で
あ
る
大
国
の
戸
を
い
れ
て
、
，
右
の
五
戸
が
保
を
結
ん

で
い
た
と
思
わ
れ
、
お
お
む
ね
近
接
戸
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
又
保

を
結
ん
で
い
た
と
い
う
確
証
は
な
い
が
右
と
よ
く
似
た
例
と
し
て
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

平
勝
宝
元
年
十
一
月
廿
一
日
附
の
賢
愚
郷
長
解
に
よ
る
と
、
敢
朝
臣

糎
と
石
都
石
村
・
印
代
上
呂
・
筆
取
壬
生
雲
足
・
税
長
石
部
慰
安
麻
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呂
が
加
碧
し
て
い
る
が
、
敢
朝
臣
梗
万
昌
は
売
買
地
の
南
側
田
の
所

膚
者
で
あ
り
、
爾
測
田
は
石
部
石
村
と
同
姓
の
石
部
大
万
呂
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

で
あ
っ
た
。
尚
天
喜
四
年
藤
原
実
遠
所
領
田
畠
目
録
の
中
に
阿
拝
郡

印
無
煙
と
あ
り
、
印
代
万
呂
も
こ
の
地
域
に
土
着
す
る
看
で
あ
っ
た

ろ
う
。
以
上
を
綜
合
し
て
五
保
は
原
則
的
に
は
近
接
性
を
竜
と
と
し

て
結
ば
れ
た
と
考
え
得
る
。
美
濃
国
語
布
里
の
例
は
、
石
母
田
氏
も

考
え
ら
れ
た
様
に
帰
化
人
が
地
域
的
に
も
間
ま
っ
て
居
住
し
て
い
た

こ
と
の
反
映
と
解
釈
す
れ
ば
、
積
極
的
な
反
証
に
は
な
り
得
な
い
と

思
う
。

　
こ
の
様
に
し
て
結
ば
れ
た
五
保
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
は
前
述
の
通

り
で
あ
る
が
、
五
保
が
生
産
に
と
っ
て
も
必
要
な
共
同
体
で
あ
っ
た

か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
逃
走
戸
の
口
分
田
は
残
り
の
四
戸
の

共
同
耕
作
に
よ
っ
て
租
調
が
代
輸
さ
れ
る
の
で
な
く
、
近
親
者
を
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ
　
　
　
　
　
　
　
⑪

え
た
者
達
の
閥
に
、
均
し
く
分
割
さ
れ
て
、
佃
く
ら
れ
る
べ
き
と
規

定
さ
れ
て
い
る
の
屯
そ
の
一
戸
と
な
る
。
殊
に
保
長
の
性
格
を
考
え

る
と
一
層
そ
の
感
を
深
め
る
も
の
で
あ
る
。
半
々
難
の
場
合
、
三
浦

周
行
氏
も
赦
細
目
さ
れ
た
様
に
享
保
の
筆
頭
者
を
園
長
と
考
え
る
と
、

年
齢
的
序
列
か
ら
云
っ
て
も
、
有
黒
戸
（
戸
口
が
多
い
、
奴
碑
を
所
有

す
る
、
有
位
看
で
あ
る
等
）
　
の
観
点
か
ら
云
っ
て
も
何
等
優
位
を
示
し

て
い
な
い
。
前
述
の
加
美
郷
の
五
保
の
場
合
短
長
で
あ
る
宇
治
連
奈

多
麻
呂
の
戸
の
性
格
を
う
か
が
う
も
の
は
何
も
な
い
の
で
断
言
を
は

ば
か
る
が
、
保
子
で
あ
る
宇
治
宿
禰
大
国
の
戸
主
宇
治
宿
禰
水
通
は

天
平
宝
字
五
年
に
宇
治
郡
の
擬
大
領
で
あ
9
正
八
位
上
の
官
位
を
も

つ
て
い
た
か
ら
、
後
者
の
方
が
有
勢
戸
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

近
江
国
愛
知
郡
大
国
郷
の
場
合
、
延
暦
十
五
年
に
保
子
で
あ
っ
た
若

湯
義
民
広
津
が
二
十
二
年
後
の
弘
仁
九
年
に
保
長
と
な
っ
て
い
る
。

即
ち
建
長
を
選
ぶ
の
に
何
を
基
準
に
し
た
の
か
よ
く
解
ら
な
い
点
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

郷
長
及
び
里
正
の
任
用
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
更
に
逃

走
戸
を
追
訪
し
て
も
、
そ
れ
は
義
務
で
あ
っ
て
藩
役
免
除
そ
の
他
の

恩
典
に
は
何
も
浴
さ
な
い
し
、
強
盗
殺
人
等
の
犯
罪
が
あ
っ
た
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

主
罰
に
之
ど
け
出
な
い
と
一
臼
の
お
こ
た
り
に
対
し
て
杖
六
十
と
い

う
き
つ
い
罰
を
加
え
ら
れ
た
点
も
郷
長
の
職
務
が
責
重
く
し
て
む
く

い
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
点
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
保
．
長
が
保

子
を
統
轄
す
る
何
ら
の
力
を
持
た
な
い
こ
と
は
五
保
自
体
が
も
早
や

平
等
な
五
戸
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
以
上
、
五
保

・
の
結
合
自
体
が
強
圃
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
竜
の
で
あ
る
。

　
以
上
五
保
は
地
縁
的
結
合
を
も
と
と
し
て
結
ば
れ
た
が
、
そ
の
結

合
は
あ
ま
り
強
い
も
の
で
は
な
く
、
殊
に
六
識
の
選
任
に
つ
い
て
は
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郷
長
の
選
任
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
と
同
様
に
、
共
同
体
的
諸
機
能
を

我
身
に
集
中
し
て
成
立
し
て
い
る
律
令
制
が
、
現
地
に
お
い
て
共
同

体
的
機
能
を
果
し
得
る
者
を
意
識
的
に
排
除
し
よ
う
と
し
た
意
図
を

汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
こ
の
様
な
性
格
の
五
四
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
保
証
は
、
厳
密
な
事
実
の
確
認
と
い
う
意
味
で
重
要
な

の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
力
（
例
え
ば
私
有
が
侵
さ
れ
た
場
合
に
五
四
の

カ
で
排
除
す
る
等
）
を
持
た
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

　
次
い
で
保
証
人
と
並
ん
で
加
箸
し
た
郡
雑
任
や
税
調
の
調
合
、
こ

の
時
期
の
土
地
売
買
が
正
税
・
庸
…
米
・
官
稲
を
支
払
う
為
に
な
さ
れ

　
　
　
　
　
⑮

る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
売
買
行
為
が
納
…
税
行
為
と
密
接
に
関
係
し
て

い
る
点
か
ら
加
序
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
近
江
国
大
国
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
場
含
、
郷
長
が
築
く
短
い
任
期
で
交
代
し
て
い
る
の
に
較
べ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

保
証
人
又
は
郡
雑
任
と
し
て
加
署
し
て
い
る
人
女
の
頻
度
が
高
い
こ

と
は
、
彼
等
の
村
藩
上
の
地
位
が
非
常
に
安
定
し
て
来
た
こ
と
を
示

し
て
贋
り
、
郷
戸
－
五
保
；
郷
長
に
よ
る
組
織
の
動
揺
の
帰
結

点
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
刀
禰
に
移
る
。

①
戸
令
、
五
家
条
戸
逃
礎
条
、
三
浦
周
行
『
法
制
史
の
研
究
』
所
双
「
五

　
人
組
制
度
の
起
源
」
、
清
水
一
鳳
男
『
日
本
中
世
の
村
落
」
第
二
章
保
と
村
落
、

　
石
将
田
正
「
省
代
村
落
の
二
つ
の
問
題
」
　
門
奈
良
時
代
の
村
落
に
つ
い
て

　
の
一
資
料
」
、

②
前
掲
論
文
。
　
　
　
③
前
掲
論
文
。

④
　
仁
井
田
陞
『
膚
令
拾
遣
」
に
よ
る
。
以
下
岡
。

⑤
戸
令
新
附
条
義
解
「
保
誰
者
、
保
保
入
也
。
証
証
人
也
」
。
同
穴
説
門
保

　
証
根
須
。
保
父
昌
五
保
内
五
人
｝
也
」
。
公
式
令
須
貴
保
条
義
解
当
「
保
内
五

　
人
」
、
同
古
記
「
皆
以
昌
五
人
一
為
レ
限
、
謂
不
下
以
呂
五
家
一
為
夢
限
、
唯
一
家

　
之
人
以
二
五
人
一
為
レ
保
耳
」
同
跡
自
門
五
人
・
謂
五
保
之
人
。
若
無
漏
五
二

　
之
｝
畜
量
穂
．
耳
」
。

⑥
「
大
日
本
古
女
書
」
家
わ
け
十
八
、
東
南
院
交
書
二
の
五
六
四
。

　
山
城
国
宇
治
郡
家
地
等
売
買
寄
進
券
文
連
環
の
繁
三
。

⑦
同
右
達
券
の
第
一
。

⑧
「
寧
楽
遣
文
」
下
五
一
九
頁
。

　
以
上
三
通
の
文
書
は
昭
和
三
十
三
年
演
習
「
令
義
解
し
聴
講
の
際
　
岸
俊

　
男
先
生
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

⑨
「
大
日
本
古
交
書
」
蔓
瓢
閥
頁
。
⑩
「
平
安
遣
文
」
七
六
三
。

⑪
戸
今
戸
逃
走
条
。
　
　
　
⑲
「
平
安
遺
文
」
一
五
、
四
四
。

⑱
　
古
田
晶
氏
前
掲
論
文
。
　
　
　
　
⑭
　
三
二
律
被
害
家
告
主
踊
条
。

　
　
　
　
二

　
五
保
に
代
っ
て
土
地
売
買
の
感
慨
を
行
っ
た
刀
禰
は
、
松
岡
久
人

①氏
に
よ
る
と
、
郷
長
に
代
っ
て
徴
税
を
任
務
と
し
た
専
当
郡
司
（
擬

任
郡
司
）
又
は
そ
の
旧
任
者
達
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
売
券
の
下
直

を
加
え
る
場
合
は
個
六
の
官
人
地
位
に
よ
る
権
限
で
な
く
、
在
地
に

お
い
て
現
実
に
有
す
る
社
会
的
な
重
み
に
基
づ
い
て
お
り
、
郷
欝
代
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や
郡
縫
代
は
麗
地
の
刀
禰
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
た
、
と
公
権
と
は

別
の
原
理
か
ら
も
考
え
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
刀
禰
が
有
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

在
地
性
と
官
人
的
性
格
は
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
綱
度
的
．

に
も
、
在
地
に
お
け
る
具
体
的
な
地
位
も
力
屯
断
片
的
に
し
か
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
次
に
こ
の
点
に
ふ
れ
た
い
。
但
し
、
い

う
ま
で
電
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
’
口
に
刀
禰
と
い
っ
て
も
、
天
平

　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

八
年
薩
摩
岡
正
税
帳
・
天
平
十
年
駿
河
圏
正
税
帳
や
古
事
類
苑
神
垣

④部
⇔
か
ら
推
量
し
う
る
律
令
下
級
官
人
の
総
称
と
し
て
の
刀
禰
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

室
町
時
代
の
荘
官
名
と
し
て
の
刀
禰
に
至
る
ま
で
種
々
あ
る
が
、
平

安
初
期
か
わ
中
期
に
か
け
て
特
徴
的
で
あ
っ
た
保
証
刀
禰
に
算
筆
を

限
定
し
た
い
。
更
に
同
時
代
の
刀
磁
で
も
、
地
方
の
刀
禰
と
京
師
の

刀
禰
と
そ
の
任
務
が
異
な
る
如
く
に
見
え
る
の
で
、
先
づ
別
々
に
考

察
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
京
師
の
刀
禰
は
一
坊
を
更
に
四
つ
に
分
け
て
、
そ
の
一
区
劃
一
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

毎
に
注
入
か
の
刀
禰
を
任
命
し
て
い
る
。
こ
の
保
は
律
令
政
府
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

つ
て
同
じ
く
隣
伍
の
保
と
今
わ
れ
て
も
、
そ
も
そ
も
京
師
の
成
立
時

に
宅
地
の
下
賜
・
配
分
が
行
な
わ
れ
て
で
き
上
っ
た
行
政
上
の
一
区

劃
で
あ
る
か
ら
、
純
粋
に
地
縁
的
に
結
ば
れ
て
い
る
。
　
一
保
に
含
ま

れ
る
家
数
は
、
特
殊
な
例
で
あ
る
が
二
三
の
例
を
あ
げ
る
と
、
大
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

三
年
に
左
衛
士
坊
は
一
八
O
家
、
姦
衛
士
坊
は
七
八
家
、
承
和
十
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

年
に
藤
京
衛
士
町
に
三
〇
聖
職
と
あ
る
か
ら
、
平
均
三
〇
戸
前
後
で

構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
保
に
も
最
初
は
刀
禰
で
な
く

保
長
が
お
か
れ
て
、
非
違
・
姦
濫
を
糺
す
こ
と
を
そ
の
勤
め
と
し
て

い
た
が
、
皇
親
の
癬
や
卿
椙
の
家
が
入
り
交
じ
っ
て
こ
の
制
が
徹
底

し
な
い
の
で
、
良
観
四
年
に
親
王
及
び
公
郷
職
事
三
位
已
上
の
居
る

所
は
家
司
を
保
長
と
し
、
光
町
親
王
の
居
る
所
は
六
位
励
当
、
散
位

三
位
以
下
五
位
以
上
の
居
る
所
は
事
業
を
克
っ
て
保
証
と
な
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
徹
底
を
は
か
る
こ
と
に
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
十
分
で
な
い
の

で
造
畢
四
年
に
六
位
院
司
宮
人
を
保
長
ど
し
、
保
内
の
粛
清
に
あ
た

ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。
更
に
保
長
の
な
い
保
は
隣
近
の
保
長
が
兼
督

し
、
保
長
の
本
主
の
転
勤
・
転
宅
に
よ
っ
て
保
秘
が
移
住
し
た
場
合

は
す
ぐ
後
任
を
任
命
し
、
も
っ
て
薦
名
無
実
と
な
ら
な
い
よ
う
に
し

た
。
更
に
こ
の
時
、
保
長
が
督
察
の
勤
を
怠
っ
た
り
、
保
子
が
皆
紅

の
命
令
な
き
か
な
い
場
合
は
蔭
照
を
論
ぜ
ず
違
勅
罪
に
と
わ
れ
る
こ

　
　
　
　
　
＠

と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
仁
保
帳
な
る
も
の
を
左
右
両
職
に
作
ら
し
め

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
狂
乱
は
元
来
は
保
子
に
対
し
て
何
の
権
威

も
も
た
な
か
っ
た
の
が
、
或
る
鍾
の
律
令
窟
人
を
転
折
に
任
命
し
て

兼
職
せ
し
め
、
そ
の
命
令
を
官
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
徹
底
せ
し
め
る
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よ
う
に
し
た
事
情
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
任
命
に

　
　
．
　
　
　
　
　
⑬

は
京
職
が
当
っ
た
が
、
職
務
の
性
質
上
検
非
違
使
と
関
係
特
に
深
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
め
か
、
検
非
違
使
が
任
命
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
平
安
初
期
の
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

薬
膳
の
家
地
売
券
は
、
延
暦
七
年
十
一
月
十
四
日
量
の
も
の
か
ら
延

喜
＋
二
年
背
＋
吉
㈱
の
も
の
ま
で
の
問
の
も
の
獲
存
し
な
い

が
、
こ
の
二
通
に
は
保
証
が
七
曜
【
し
て
お
り
、
続
く
延
長
七
年
六
月

二
九
日
晦
の
も
の
に
糠
証
刀
磯
名
が
醸
し
て
お
り
、
天
元
二

年
十
月
二
三
附
の
七
条
令
解
に
は
売
買
地
左
京
七
条
汀
坊
三
保
の
刀

禰
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
加
署
し
て
い
る
。
次
い
で
長
元
八
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

一
連
の
左
京
保
刀
禰
請
文
に
よ
る
と
各
保
に
刀
禰
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
京
中
の
よ
か
ら
ぬ
人
為
が
党
を
結
ん
で
讐
六
を
こ
と

と
し
て
い
る
の
を
禁
ぜ
ん
が
た
め
、
制
止
を
は
ば
か
ら
ず
尚
隻
六
を

す
る
者
の
交
名
を
注
進
す
る
よ
う
に
と
の
検
非
違
使
庁
の
符
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
請
文
で
あ
る
。
播
磨
国
大
三
門
万
貴
図
解
に
よ
る
と
、
播
磨
園
司

の
許
へ
従
者
・
馬
を
引
y
琶
つ
れ
上
っ
て
来
た
と
こ
ろ
、
西
七
条
の
刀

禰
安
倍
清
安
・
豊
延
と
い
う
者
が
、
随
身
を
数
多
く
つ
れ
て
酉
七
条

の
は
ず
れ
ま
で
出
て
き
て
、
貞
成
の
従
者
の
馬
を
裾
物
の
物
と
称
し

て
奪
い
取
り
、
従
者
近
正
を
禁
獄
し
て
二
つ
た
と
訴
え
て
い
る
。
又

小
右
記
長
元
四
年
正
月
廿
三
熱
条
に
芋
麺
実
資
の
住
し
て
い
た
保
の

夜
行
者
一
夜
警
者
が
と
ら
え
た
二
人
の
放
火
犯
の
嫌
疑
者
を
刀
禰
が

引
き
つ
れ
検
非
違
使
に
附
託
し
た
旨
が
あ
り
、
刀
禰
達
が
検
非
違
使

に
付
い
て
非
違
の
検
察
に
当
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
更
に

僧
頼
命
が
外
祖
母
宗
醐
武
蔵
女
か
ら
譲
り
う
け
た
地
を
武
蔵
女
の
夫

良
算
及
び
後
妻
小
犬
女
が
押
領
せ
ん
と
す
る
の
を
停
止
せ
ん
こ
と
を

検
非
違
使
庁
に
訴
え
た
の
に
対
し
て
、
同
地
の
左
京
四
条
三
坊
の
刀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

禰
に
頼
命
の
領
知
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
い

わ
ゆ
る
保
証
刀
禰
と
保
刀
禰
と
の
同
一
性
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
、
彼

等
刀
禰
は
検
非
違
使
の
実
力
を
背
景
に
、
保
内
の
非
違
の
検
察
・
所

有
権
の
保
護
（
こ
れ
も
非
違
の
検
察
に
含
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
5
が
）

に
当
っ
て
お
り
、
そ
の
職
務
内
容
の
類
似
性
か
ら
前
述
の
弓
長
の
後

身
で
あ
り
、
保
長
に
下
級
律
令
宮
人
が
登
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
か

つ
て
彼
等
の
総
称
で
あ
っ
た
「
刀
禰
」
と
い
う
名
称
が
特
殊
的
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
質
的
に

は
す
で
に
転
換
を
と
げ
て
お
り
、
も
早
や
律
令
制
が
最
初
に
意
図
し

た
任
務
ば
か
り
重
い
が
何
ら
実
力
の
な
い
者
に
よ
る
統
合
で
、
な
く
、

町
々
の
生
活
に
密
接
に
定
着
し
な
が
ら
、
且
権
力
を
附
与
さ
れ
た
者

を
創
り
出
し
た
。
最
初
は
下
級
律
令
誰
人
の
兼
職
に
す
ぎ
な
か
っ
た

が
、
か
く
編
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
実
力
者
を
育
て
る
結
果
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に
な
っ
た
と
・
も
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
彼
等
は
最
初
は
必
ず
し
も
世
襲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
次
に
示
す
文
書
は
、
十
一
世
紀
中
葉

よ
り
刀
禰
が
世
襲
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

補
　
保
刀
禰
一

回
非
違
使
庁
下
　
九
条
二
坊
刀
禰
職
事

　
常
陸
光
方

回
送
光
方
已
三
代
刀
禰
看
、
早
補
繍
任
保
刀
禰
職
（
令
レ
知
濫
行
保
内
一
億
下
。

　
応
徳
二
年
四
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
大
尉
藤
原
朝
臣

刀
禰
が
職
と
な
り
、
世
襲
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
の
が
「
登
司
が
職
と

奮
世
擦
れ
る
倦
な
っ
た
馳
と
期
を
疋
し
て
い
る
の
は
・
極

地方下級官人（橡・瞬など）

中央　〃

　うち八省官人代

　衛門府府生等

　内竪・舎人

僧侶

不明

ユ3

16

4

6

6

2

22

め
て
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
又
条
・

令
・
坊
で
な
ノ
＼
保
と
い
う
最
小
の
行

政
組
織
を
単
位
と
し
て
、
刀
禰
の
活
躍

が
な
さ
れ
て
い
た
事
に
注
意
し
て
お
き

た
い
。
尚
前
述
の
左
京
保
刀
禰
講
文
及

び
売
券
薫
蒸
者
に
よ
っ
て
刀
禰
の
出
自

を
分
類
す
る
と
上
の
如
く
で
あ
る
。

　
次
に
村
落
の
刀
禰
は
何
を
単
位
に
置

か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
．
史
料
の
示
す
所
で
は
郷
刀
禰
あ
り
村

刀
禰
あ
り
浦
刀
禰
あ
り
で
頗
る
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
山

城
国
紀
伊
郡
深
草
郷
の
場
合
、
安
和
二
年
七
月
七
日
に
当
郷
内
法
勝

院
内
西
僧
男
；
予
が
灰
儘
に
帰
し
、
内
部
に
保
管
し
て
い
た
照
地
公

験
文
書
等
を
す
べ
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
今
後
の
証
験
と
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ん
が
為
随
近
在
地
国
郡
刀
禰
の
証
判
を
請
う
た
文
書
に
、
刀
禰
が
証

判
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
等
は
下
村
四
名
．
中
村
六
名
・

上
村
六
名
と
所
属
を
分
け
て
記
し
て
い
る
。
し
か
し
同
じ
深
草
郷
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
延
暦
十
九
年
六
月
廿
一
揖
附
山
城
国
紀
伊
郡
司
解
で
は
四
名
の
刀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

禰
が
、
弘
仁
八
年
八
月
十
一
臼
附
由
城
国
紀
伊
郡
司
解
で
は
五
名
の

刀
禰
が
加
署
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
間
一
七
年
な
数
え
る
の

み
で
あ
る
が
重
復
す
る
者
は
一
名
も
な
い
（
姓
だ
け
し
か
書
い
て
い
な

い
も
の
は
比
較
の
仕
様
が
な
い
が
）
。
　
こ
れ
は
売
買
地
が
深
草
東
外
里
と

深
草
黒
三
三
・
　
灘
四
坪
と
所
在
の
場
所
が
異
る
こ
と
に
由
来
す
る
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
長
徳
三
年
に
、
夫
故
物
部
茂
興
が
存
生

中
に
借
用
し
た
米
の
返
済
を
せ
ま
っ
て
、
後
家
内
蔵
貴
子
の
老
母
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
し
ま

弟
ま
で
を
勘
下
し
、
地
及
び
屋
等
の
文
書
を
丹
後
橡
兼
信
が
横
に
奪

取
り
、
随
近
刀
禰
の
署
判
を
成
さ
し
め
た
と
い
う
非
道
を
訴
え
た
内

　
　
　
＠

蔵
貴
子
解
に
縞
て
来
る
兼
信
は
深
草
郷
の
刀
禰
の
長
で
あ
り
、
そ
の
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為
刀
禰
等
は
兼
信
方
に
従
い
、
貴
子
方
の
文
書
の
証
判
を
し
て
く
れ

な
か
っ
た
た
め
、
直
接
検
非
違
使
庁
に
丹
後
橡
秦
兼
信
の
非
法
を
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
て
い
る
。
又
伊
勢
国
の
場
合
で
は
、
大
治
五
年
大
神
宮
司
庁
宣
案

に
よ
る
と
、
井
手
郷
の
中
の
横
道
村
・
大
国
村
各
々
に
村
刀
禰
が
お

り
、
応
徳
二
年
稲
木
大
夫
延
能
神
主
従
類
辮
余
名
が
川
合
庄
田
岡
前

里
五
反
に
非
道
の
押
殖
を
な
し
、
制
止
を
加
え
た
東
寺
使
の
頭
に
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

礫
を
加
え
た
事
件
に
関
す
る
日
記
に
岡
前
村
刀
禰
御
薗
預
県
用
吉
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

加
署
し
て
居
り
、
更
に
保
安
三
年
伊
勢
国
大
国
悪
事
単
解
に
稲
木
村

刀
禰
荒
木
田
平
明
が
見
え
る
。
次
に
伊
賀
国
名
張
郡
で
は
、
康
保
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

年
伊
賀
国
．
夏
見
郷
刀
禰
等
重
壁
に
よ
る
と
夏
見
刀
禰
宇
奈
抵
社
祝
磯

都
・
伊
賀
忠
光
・
志
貴
重
則
の
他
に
夏
見
郷
薦
生
村
刀
禰
と
し
て
伊

賀
単
解
・
右
兵
衡
伊
賀
恒
滋
・
栗
田
良
恒
が
名
を
連
ら
ね
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

更
に
天
永
元
年
伊
賀
国
名
張
郡
々
司
宰
勘
注
に
保
証
刀
禰
と
し
て
矢

川
村
刀
禰
組
重
守
・
中
村
刀
禰
大
村
・
夏
見
村
刀
禰
藤
原
成
助
が
あ

る
。
黒
田
庄
で
は
右
の
公
郷
刀
禰
の
外
に
庄
官
と
し
て
の
刀
禰
が
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
れ
て
い
た
が
、
彼
等
が
「
御
庄
村
女
刀
禰
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ

と
は
、
そ
の
原
型
で
あ
る
公
郷
刀
禰
が
村
を
単
位
に
置
か
れ
て
い
た

こ
と
を
劇
論
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
諸
例
か
ら
、
律
令
制
に
滋
け
る
郷
を
い
く
つ
か
に
わ
け
た
村

（
恐
ら
く
肖
然
聚
落
）
を
単
位
と
し
て
、
餐
村
に
数
人
の
刀
禰
が
い
た

と
思
わ
れ
る
。
売
券
の
証
署
に
当
っ
た
の
は
売
買
地
が
属
す
る
村
の

刀
禰
達
で
あ
り
、
一
名
～
八
名
も
の
偏
差
が
あ
る
の
は
、
大
和
国
大

岡
中
郷
の
天
元
三
年
か
ら
長
保
四
年
に
至
る
六
通
の
売
券
が
示
す
よ

評
刀
禰
を
称
す
る
杢
が
必
ず
全
部
証
判
を
加
え
る
と
は
か
ぎ
ら

な
い
こ
と
の
反
映
で
あ
夢
、
郷
刀
禰
と
し
て
一
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
場
合
は
、
前
に
あ
げ
た
深
草
郷
の
刀
禰
長
と
し
て
の
丹
後
豫
秦
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

信
や
、
平
城
左
京
七
条
四
坊
の
地
の
土
地
売
券
に
四
身
の
刀
禰
の
加

暑
の
あ
と
で
署
名
し
て
い
る
惣
刀
禰
散
位
中
臣
俊
行
や
大
和
国
平
群

郡
鎌
継
郷
で
章
章
仁
が
強
盗
に
押
入
ら
れ
て
畠
の
文
書
も
盗
取
ら
れ

　
　
　
　
　
　
⑳

た
た
め
の
紛
失
状
に
虚
名
の
刀
薦
と
共
に
署
名
し
て
い
る
惣
刀
禰
春

日
宿
院
司
散
位
藤
原
朝
臣
の
様
に
、
刀
禰
を
統
轄
す
る
立
場
に
あ
る

者
で
あ
ろ
う
。
彼
等
は
丹
後
橡
秦
兼
信
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
玉
笹

の
場
合
で
も
惣
刀
薦
を
称
す
る
者
の
律
令
的
官
人
地
位
が
相
対
的
に

高
い
こ
と
か
ら
も
、
他
の
平
刀
禰
達
よ
り
竜
野
勢
な
立
場
を
維
持
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
村
落
に
お
か
れ
た
刀
禰
は
、
伊
賀
國
の
場
合
、

郡
司
刀
禰
等
者
国
衙
進
止
、
　
検
田
畑
畠
汐
時
、
　
以
彼
等
為
図
師
致
沙
汰
之

⑰処
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縛

と
あ
り
、
保
証
刀
禰
と
し
て
加
署
す
る
以
外
に
は
、
在
地
へ
の
下
文

の
多
く
が
郡
司
＃
刀
禰
と
併
称
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
郡
司
と
共

に
国
衙
の
支
配
を
受
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
但
伊
勇
国
に
お

い
て
は
刀
禰
は
い
つ
も
検
非
違
使
と
共
に
行
動
し
、
祭
主
の
支
配
を

受
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
神
郡
と
し
て
の
特
殊
性
に
す
ぎ
ず
、
本
質

的
に
は
他
の
国
衙
領
と
変
ら
な
い
。
彼
等
が
刀
禰
た
る
こ
と
に
よ
っ

て
宿
割
な
る
特
権
を
許
さ
れ
て
い
た
か
、
直
接
そ
れ
を
示
す
史
料
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

残
存
し
て
い
な
い
が
、
青
蓮
院
領
山
城
国
八
瀬
里
の
場
合
、

八
瀬
刀
禰
乙
犬
丸
解
　
申
請
青
蓮
房
僧
都
御
房
政
所
裁
事

　
請
被
殊
蒙
慈
恩
、
任
本
免
除
道
理
、
慕
子
細
令
申
大
僧
正
御
室
給
、
早
令

　
免
除
俄
柚
夫
役
充
責
凌
、
不
安
愁
状

右
乙
話
題
謹
検
案
内
、
年
来
之
閤
、
為
彼
里
刀
禰
職
、
尤
偏
所
被
免
除
雑
役

也
。
然
今
年
理
財
影
回
柚
伐
夫
役
、
所
被
貴
凌
礫
、
甚
筆
蹟
例
尤
深
、
只
寺

家
下
部
等
上
下
之
間
、
供
給
等
勤
仕
之
、
於
此
杣
条
看
、
為
愁
、
不
知
之
一

下
略
－

　
寛
治
六
年
九
月
三
日
　
　
　
　
刀
禰
　
乙
犬
丸

こ
の
例
よ
り
す
る
と
八
瀬
里
の
刀
禰
は
寺
家
使
が
来
過
す
る
時
に
種

々
の
接
待
を
勤
仕
す
る
代
り
に
他
の
雑
役
は
す
べ
て
免
除
さ
れ
て
い

た
ら
し
い
。
し
か
も
彼
の
子
が
「
青
蓮
院
に
何
か
の
奉
仕
を
義
務
づ

け
ら
れ
た
者
が
集
っ
て
組
織
さ
れ
た
座
」
の
一
貴
で
あ
っ
た
こ
と
は

極
め
て
興
昧
深
い
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
直
ち
に
公
郷
刀
禰
の
在

り
方
を
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
伊
賀
国
黒
田
庄
に
お
い
て
、

前
述
の
如
く
混
々
刀
禰
が
存
在
し
た
こ
と
、
彼
等
の
行
な
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

任
務
が
他
の
庄
官
と
共
に
土
地
売
券
に
加
暑
し
た
り
、
庄
の
住
人
国

貞
・
末
房
・
葛
飾
等
が
牛
馬
を
盗
取
っ
た
過
料
と
し
て
、
先
祖
稲
伝

・
風
発
・
貿
得
年
来
所
持
の
作
手
を
庄
預
所
勾
当
頼
逞
に
去
り
渡
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
際
し
て
立
券
黙
示
を
行
な
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
、
大
和
国
乱
庄

　
　
　
　
⑫

の
土
地
売
券
に
刀
禰
と
し
て
預
所
・
庄
司
・
専
三
等
が
加
熱
し
て
い

る
こ
と
等
々
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
荘
園
に
お
け
る
同
時
代
の
刀
禰
は

後
述
す
る
国
衙
領
の
刀
禰
の
果
す
役
割
に
準
じ
て
い
た
と
考
え
る
べ

き
で
あ
り
、
又
逆
に
こ
れ
等
荘
官
刀
禰
を
以
っ
て
類
推
す
る
に
、
国

衙
領
に
お
け
る
刀
禰
も
何
ら
か
の
雑
役
免
の
権
利
を
か
ち
得
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
村
落
に
お
い
て
刀
禰
は
ど
ん
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
か
。
先
述
の
伊
勢
国
稲
…
木
村
刀
禰
荒
木
田
延
明
の
場
合
に
つ
い
て

見
よ
う
。
彼
の
父
荒
木
遅
延
能
は
太
神
宮
権
禰
宜
従
五
位
上
な
る
身

分
を
有
す
る
伊
勢
神
宮
の
下
級
稗
官
で
あ
り
、
又
春
に
は
東
寺
川
合

庄
政
所
に
請
文
を
出
し
て
庄
田
の
耕
作
を
願
う
穣
堵
の
一
人
で
も
あ
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つ
た
。
と
こ
ろ
が
或
年
（
応
徳
二
年
）
そ
れ
ま
で
連
年
地
子
米
を
未

進
し
た
こ
と
、
請
文
を
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
請
作
地
熱

町
の
う
ち
二
晦
の
耕
作
を
停
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
延
能
は
該
地
が

古
筆
庄
田
で
あ
夢
五
代
相
伝
の
作
で
あ
る
と
訴
え
た
が
今
年
の
耕
作

は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
地
子
米
未
進
に
つ
い
て
は
前
検
非
違
使
で
あ

り
前
下
司
で
あ
っ
た
物
部
頼
季
の
官
物
未
進
と
も
関
連
す
る
の
で
暫

く
お
く
と
し
て
屯
、
延
能
の
従
類
三
十
余
人
が
俄
に
論
田
に
や
っ
て

来
て
、
他
人
が
既
に
下
種
し
た
上
に
更
に
播
殖
を
重
ね
る
と
い
う
非

行
を
な
し
、
制
止
を
加
え
た
寺
使
に
対
し
凌
礫
す
る
と
い
う
乱
暴
を

　
　
　
　
⑧

し
た
と
憶
う
。
彼
芸
能
は
通
称
を
稲
木
大
夫
と
称
し
た
如
く
、
そ
の

本
拠
を
稲
木
村
に
置
い
て
い
た
ら
し
い
。
子
延
明
は
稲
木
村
の
刀
禰

と
な
り
・
、
保
安
二
年
八
月
の
洪
水
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
堰
溝
を
修

理、

ｷ
る
の
に
際
し
て
、
以
往
の
溝
口
を
少
し
修
理
す
れ
ば
十
分
で
あ

る
の
に
大
国
庄
の
中
央
を
通
る
大
溝
を
庄
司
在
京
の
間
に
大
神
宮
に

訴
え
て
外
題
を
掠
め
取
り
、
勝
手
に
堀
っ
て
、
庄
田
一
町
三
段
を
荒

廃
に
帰
せ
し
め
た
稲
木
村
住
人
の
行
為
の
中
心
入
物
と
な
っ
た
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

他
な
ら
ぬ
彼
荒
木
田
延
明
で
あ
っ
た
。
当
時
堰
溝
が
破
損
し
た
場
合
、

領
主
が
人
夫
食
料
を
支
給
す
る
か
、
修
理
の
功
を
認
め
て
所
黒
米
を

免
除
せ
ら
れ
る
か
で
あ
砂
、
そ
の
裁
許
が
な
い
の
に
開
発
す
る
の
は

無
益
な
こ
と
だ
と
庄
田
田
堵
は
考
え
て
い
る
の
に
、
公
郷
住
民
が
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

極
的
に
大
き
な
堰
溝
を
堀
つ
た
の
は
、
三
世
一
身
法
の
考
え
に
端
を

発
し
て
、
公
水
を
用
い
る
田
は
公
田
で
あ
る
と
の
律
令
法
に
よ
砂
強

力
に
対
抗
し
て
私
有
権
を
主
張
し
得
る
こ
と
が
根
底
に
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
権
禰
宜
荒
木
田
聖
明
は
下
総
国
権
介
平
首
繁

が
泓
領
置
総
国
相
馬
郡
布
瀬
郷
を
皇
太
神
宮
に
寄
せ
る
に
際
し
て
、

口
入
神
主
と
な
り
、
毎
年
貢
進
さ
れ
る
田
反
刷
米
一
斗
五
升
、
畠
反

別
五
升
の
官
物
と
土
産
物
と
し
て
の
干
鶏
価
鳥
・
塩
曳
鮭
百
尺
の
半

分
を
供
祭
料
と
し
て
一
禰
宜
神
主
元
親
及
び
そ
の
子
孫
に
寄
せ
、
残

り
の
半
分
を
自
己
の
得
分
と
な
し
、
寄
文
三
通
の
う
ち
、
宮
庁
と
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

領
主
と
共
に
一
通
を
自
分
の
も
と
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
れ
を
通
し

て
見
る
に
、
刀
禰
荒
木
関
延
明
は
公
郷
稲
木
村
に
本
拠
を
お
き
、
そ

の
住
民
を
綴
織
し
て
水
利
七
海
…
を
行
な
い
、
従
類
一
二
十
余
名
を
し
た

が
え
る
土
豪
で
あ
り
、
神
宮
庁
に
あ
っ
て
は
下
級
神
官
と
し
て
積
極

的
に
働
い
て
領
主
権
の
一
部
を
獲
得
し
た
実
力
者
で
あ
っ
た
が
、
尚

且
東
寺
と
の
関
係
に
於
い
て
は
、
一
年
毎
に
請
文
を
領
髪
し
、
官
物

を
皆
済
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
庄
田
の
耕
作
を
許
さ
れ
る
不
安
定

な
田
堵
の
地
位
に
あ
っ
た
。
こ
の
二
面
性
が
刀
禰
の
存
在
を
と
く
一

つ
の
鍵
と
・
な
る
と
思
う
の
で
次
節
で
も
う
一
度
ふ
れ
た
い
。
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次
に
こ
れ
も
前
述
の
山
城
国
紀
伊
郡
深
草
郷
の
刀
禰
長
息
後
手
秦

兼
信
は
、
物
部
茂
興
に
米
二
鮒
五
斗
を
貸
し
、
彼
が
借
米
を
返
済
せ

ず
に
な
く
な
っ
た
の
で
年
女
息
利
を
加
え
て
十
倍
の
骨
五
石
の
米
を

後
塚
及
び
彼
女
の
母
弟
か
ら
取
ら
ん
と
し
、
弁
さ
な
い
と
負
物
代
と

し
て
彼
女
等
の
所
有
す
る
家
丼
家
地
を
押
取
ら
ん
と
す
る
、
典
型
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
私
出
挙
を
行
な
っ
て
私
富
を
つ
ん
で
い
る
人
物
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

、
又
永
承
七
年
十
月
の
元
興
寺
領
近
江
国
愛
智
荘
坪
付
注
文
の
中
に
、

腿
堵
と
し
て
刀
禰
取
組
が
出
て
来
る
。
こ
の
文
書
は
前
欠
で
も
あ
り
、

姦
智
荘
以
外
の
所
に
本
拠
を
持
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
は
十
分

考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
彼
は
こ
の
蕪
内
十
条
八
里

十
坪
の
地
に
二
反
六
〇
歩
と
十
一
条
七
言
珊
六
坪
の
地
に
四
反
の
田

を
耕
作
し
、
後
に
十
一
条
八
里
五
坪
の
地
に
一
反
一
〇
〇
歩
を
僧
道

仁
よ
り
取
得
し
て
い
る
。
こ
の
荘
の
田
堵
の
う
ち
秦
利
吉
は
十
二
条

九
里
．
十
里
の
近
接
坪
に
総
計
四
町
余
の
講
書
地
と
屋
居
を
持
っ
て

お
り
、
こ
の
外
一
町
を
越
え
る
請
作
地
を
有
す
る
園
堵
は
十
三
名
を

数
え
る
か
ら
、
刀
禰
久
茂
が
特
に
有
力
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、

刀
禰
身
分
の
者
が
同
時
に
田
堵
身
分
で
も
あ
っ
た
事
の
一
つ
の
例
証

と
な
る
。

　
な
お
、
農
村
○
刀
禰
に
お
い
て
も
、
そ
の
出
自
を
見
る
に
、
国
衙

の
下
級
宮
人
・
郡
司
代
、
地
方
神
祉
の
神
主
・
祝
・
禰
宜
、
僧
侶
が

多
く
、
伊
勢
国
の
場
合
は
そ
の
殆
ん
ど
が
太
神
宮
神
官
で
あ
り
、
山

城
・
大
和
国
の
場
合
、
右
の
外
に
京
師
の
刀
禰
と
同
じ
く
舎
人
・
中

央
官
庁
の
下
級
官
人
も
桐
当
数
含
ま
れ
て
い
る
。

　
総
じ
て
刀
禰
は
村
落
に
お
い
て
、
公
田
を
耕
作
す
る
と
共
に
庄
田

の
請
作
を
も
行
な
い
。
荒
廃
地
を
開
墾
し
て
治
田
の
所
有
者
と
も
な

り
、
私
出
挙
に
よ
っ
て
動
産
も
貯
え
、
支
配
下
に
何
程
か
の
下
人
を

従
え
る
い
わ
ゆ
る
富
豪
層
・
大
名
田
堵
と
呼
ば
れ
る
階
層
の
看
が
、

他
方
に
於
い
て
下
級
律
令
官
人
と
し
て
支
配
者
組
織
の
末
端
に
も
連

な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
権
益
を
も
保
護
さ
れ
よ
う
と
し
た
村

落
に
お
け
る
特
定
の
階
層
を
さ
す
も
の
で
あ
り
、
最
初
は
彼
等
の
中

の
数
人
が
刀
禰
と
し
て
公
的
機
能
を
果
し
て
い
た
が
、
次
第
に
世
襲

的
に
閲
定
さ
れ
て
行
っ
た
竜
の
で
あ
る
。

①
　
　
『
歴
史
学
研
究
』
前
掲
論
文
。

②
論
津
正
志
氏
「
刀
禰
に
つ
い
て
」
鱗
．
歴
史
学
研
究
し
八
七
号
、
清
水
三

　
男
工
『
日
本
中
世
の
村
落
し
鎗
三
章
、
二
二
田
正
氏
『
中
世
的
世
界
の
形

　
成
」
第
一
章
第
一
節
。

③
「
寧
楽
遺
文
偏
二
七
七
頁
元
日
拝
朝
庭
刀
禰
園
司
以
下
少
毅
以
上
惣
六

　
＋
八
人
。

④
「
寧
楽
遺
文
」
二
二
七
頁
。

　
元
日
拝
朝
刀
繭
十
一
人
国
司
史
生
己
斐
三
口
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郡
司
｝
工
帳
「
じ
」
諏
論
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軍
毅
少
毅
己
上
二
口

⑤
　

「
刀
禰
…
と
は
諸
の
長
上
の
官
　
を
言
。
薫
官
主
典
以
上
は
皆
長
上
の
官
な

　
り
。
近
世
は
公
卿
ば
か
り
出
仕
す
れ
ど
も
、
昔
は
群
距
出
仕
す
る
が
故
に

　
之
を
刀
輔
を
召
と
は
云
ふ
云
々
』

⑥
清
水
三
男
前
掲
諭
文
第
四
・
冗
章
。

⑦
「
平
安
遺
文
」
五
五
〇
1
五
六
五
、
「
朝
野
群
載
」
十
一
廷
尉
、
廿
一
雑
。

⑧
「
類
聚
三
代
絡
」
、
貞
観
九
年
三
月
廿
四
瓢
太
政
官
符
。

⑨
　
臼
本
後
紀
　
大
同
三
年
十
月
八
日
条

⑩
　
「
続
日
本
後
紀
」
承
和
十
四
年
八
月
廿
一
日
条
　
　
町
も
刀
禰
の
お
か
れ

　
る
単
位
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
　
「
平
安
遺
文
」
五
六
四
。

⑪
　
⑧
に
嗣
じ
。

⑫
　
　
「
轄
規
聚
留
一
代
格
」
　
口
口
泰
二
魚
⊥
即
日
〃
四
囲
日
太
政
官
符
。

⑱
　
陶
右
、
京
繊
択
昌
保
内
之
堪
レ
事
潜
ハ
差
替
令
レ
行
。

⑪
前
掲
「
朝
野
郡
載
」
。

⑯
「
平
安
遺
文
扁
四
。
　
　
⑲
同
右
二
〇
七
。

⑰
同
右
二
三
二
。
　
　
⑲
岡
右
三
〇
九
。

⑳
同
右
五
二
〇
。
　
　
⑩
同
右
五
五
〇
1
五
六
五
。

⑳
　
「
朝
野
群
載
偏
　
十
一
延
尉
。
　
⑳
　
「
平
安
遺
交
」
　
一
一
七
九
。

⑳
　
松
岡
久
人
前
掲
論
交
、
郷
仏
語
補
任
の
初
見
史
料
は
　
康
平
六
年
、
郷

　
司
職
世
襲
の
初
晃
史
．
料
は
　
応
徳
元
年

⑳
　
　
「
平
安
遺
文
」
二
九
七
。
　
　
　
⑳
　
同
右
　
　
　
　
一
八
。

⑳
　
　
［
凹
右
　
　
　
　
　
悶
＝
二
。
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
陶
右
　
　
　
鷲
工
ハ
論
蔵
。

⑳
　
嗣
冶
　
一
工
六
八
。
　
　
　
　
　
⑳
　
同
右
　

一
二
三
八
。

＠＠＠　Cl｝

嗣
右
一
九
五
九
・
一
九
六
〇
。
　
⑪
　
阿
右
　
　
二
八
四
。

同
右
　
一
七
三
九
。

芦
田
芳
実
門
黒
田
庄
に
お
け
る
寺
領
と
三
民
」
罰
．
日
本
史
」
研
究
三
つ
号
。

別
表
。

天元3紀

寛禾03　紀緕t連

同　　」二　牽己矯L連

永延2紀胤連

騰徳元

神〔】神盟

安春安望

　　纒鵡三連県警岡回覧屡震

　　郷鵡紀利連県警。叢記編
　　　　　　　　　　　　　　　　　にド
　　獺鵡紀県爾石鎗
　　　　　　　　　　　　　　　　藤　　　　　大鳥紀藪行　　　　　　　　　　　　　　　　有正

源酬
庸

位
鳥

二
大長保4

⑳
　
　
「
平
安
遺
交
」
　
　
九
山
ハ
四
H
。

　
L
ヒ
、
。

　
4
ノ
　
「
　
．
ノ

⑳
　
　
㎜
門
右
　
　
穴
鷲
一
七
。

⑳
同
仁
二
五
四
一
。

⑳
　
例
え
ば
「
平
安
遣
交
」

　
一
一
三
二
、
一
一
一
九
八
、

　
｝
二
六
悶
ハ
か
略
ど
。

⑳
赤
松
俊
秀
「
座
に
つ
い

　
て
扁
　
『
史
林
』
三
七
の
一

　
「
平
安
蹴
思
文
」
鴎
ぬ
一
五
｝
九
。

⑩
　
岡
右
　
一
八
閥
七
。

⑧
　
　
一
同
右
　
　
一
六
山
川
口
。

＠
　
同
右
　

一
〇
七
〇
。

⑱
嗣
右
　
一
二
三
六
・
七

　
・
八
・
九
・
四
〇
・
一
・

　
二
。
村
井
康
彦
「
田
堵
の

　
存
在
形
熊
」
　
「
史
林
』
四

　
〇
の
二
。

⑭
　
　

「
帯
丁
安
国
汁
入
」
　
一
志
八
五
志
八
・
論
ハ
（
）
。

⑧
　
　
「
類
聚
三
代
格
」
天
平
十
五
年
五
月
廿
七
日

　
月
九
日
付
太
政
宜
符
。

同

元
慶
三
年
七
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ゆ
　
　
「
平
安
遺
文
」
　
二
～
⊥
ハ
一
一
ご
一
・
二
一
六
七
。

㊨
　
　
同
四
右
　
　
　
　

一二

Rハ

激n

B
　
　
　
⑱
　
　
縢
四
＋
屑

三

六
九
五
。

　
最
後
に
刀
禰
が
村
落
に
お
い
て
果
し
て
い
た
役
割
に
つ
い
て
述
べ

た
い
。
　
第
一
に
村
落
内
部
で
起
つ
た
事
件
（
刑
嘉
的
な
も
の
も
、
民
事

的
な
も
の
も
）
　
の
経
過
や
結
末
を
直
ち
に
記
述
す
る
事
を
当
時
日
記

を
立
て
る
と
称
し
、
後
の
裁
定
の
証
拠
交
書
と
な
る
非
常
に
重
要
な

も
の
で
あ
っ
た
が
、
刀
禰
は
当
込
者
の
立
て
た
臼
記
に
そ
の
事
実
な

る
こ
と
を
保
証
す
る
署
名
を
加
え
た
り
、
又
刀
禰
自
身
が
B
記
を
作

成
す
る
場
含
も
あ
っ
た
。
前
者
の
例
に
は
前
述
の
稲
木
大
夫
荒
木
田

延
能
の
よ
こ
し
ま
な
行
為
に
つ
い
て
大
国
謙
譲
当
高
橋
成
熟
が
臼
記

を
た
て
た
の
に
対
し
、
在
地
岡
前
村
、
寒
湿
県
用
吉
が
、

件
日
記
西
下
稲
木
小
大
峰
従
類
所
為
、
、
殆
似
乱
行
企
、
不
遇
使
沙
汰
、
件
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

競
殖
之
上
、
為
沙
汰
難
加
制
止
、
不
承
七
二
実
正
也
。
伽
加
商
署
名
之
。

と
し
て
加
署
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
後
者
の
例
と
し
て
、
故
皇
太

后
宮
御
領
大
和
国
野
辺
墨
隈
一
宇
が
納
稲
と
相
共
に
長
保
元
年
閏
三

月
十
日
夜
焼
亡
し
た
が
、
此
時
刀
禰
は
国
使
・
筆
使
相
共
に
臼
記
を

　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

立
て
た
と
い
う
記
事
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
康
平
五
年
僧
蓮
照
日
記

に
、
法
隆
寿
五
師
莫
増
が
蓮
照
所
有
地
の
類
地
な
の
で
坪
付
な
ど
を

知
ひ
た
い
と
言
っ
て
蓮
照
の
許
に
来
た
の
で
、
楽
照
は
公
験
を
見
ぜ
、

要
事
の
為
少
臨
外
出
し
た
間
に
真
増
は
公
験
の
案
文
を
作
り
且
蓮
照

の
公
験
の
交
字
を
書
損
じ
た
こ
と
を
記
し
た
後
に
、
字
三
等
を
損
ぜ

ら
れ
し
事
見
証
人
々
と
し
て
僧
数
名
が
加
署
し
、
天
喜
三
年
摂
津
国

　
　
　
　
　
　
　
　
④

水
成
瀬
荘
地
子
米
誌
解
に
、

件
端
々
田
、
毎
年
除
荒
厚
作
所
注
進
明
白
也
、
秘
加
証
判
傍
鶏
堵
等

と
し
て
図
師
他
二
名
が
茄
箸
し
て
い
る
。
此
等
の
例
が
示
す
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
村
落
の
生
活
に
直
接
に
ふ
れ
、
否
そ
れ
以
上

に
生
活
を
共
に
送
っ
て
い
な
い
と
撮
来
な
い
こ
と
で
あ
り
、
刀
禰
の

．
在
地
性
を
云
々
さ
れ
る
所
以
の
一
つ
は
こ
こ
に
も
存
す
る
の
で
あ
る
。

往
宅
焼
亡
の
為
或
は
強
盗
に
押
入
ら
れ
た
為
に
田
畠
所
有
の
基
と
な

る
文
書
を
失
な
っ
た
た
め
、
紛
失
状
を
作
成
し
て
刀
禰
の
加
署
を
請

う
場
合
、
本
来
な
ら
ば
田
畠
の
存
在
す
る
在
地
の
刀
禰
の
加
署
が
必

要
な
わ
け
で
あ
る
が
、
焼
亡
住
宅
の
存
し
た
即
ち
住
郷
の
刀
禰
の
加

数
に
よ
っ
て
（
従
っ
て
強
盗
が
押
入
っ
て
負
物
等
を
盗
取
っ
た
事
は
事
実
で

あ
る
が
、
何
を
取
ら
れ
た
か
は
知
ら
な
い
と
刀
禰
が
加
署
し
て
い
る
例
が
あ

⑤る
）
紛
失
状
と
し
て
の
機
能
を
果
し
得
た
場
合
は
、
刀
禰
の
こ
の
性

格
に
よ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
更
に
紛
失
状
を
完
全
な
も
の
と
す
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⑥

る
た
め
に
は
、
大
宰
大
弐
読
経
、
平
宅
解
の
如
く
、
焼
亡
紛
失
実
な
る

こ
と
を
左
京
単
軸
に
よ
り
、
田
畠
四
劇
毒
晒
を
明
知
庄
の
あ
る
美
濃

　
　
　
　
　
　
（
日
）

国
国
判
と
可
児
郡
四
理
郡
家
両
郷
の
在
地
刀
禰
の
加
署
を
必
要
と
し

た
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
村
落
内
部
の
治
田
・
家
地
等
の
所
有
権
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
百
姓
治
田
・
家
地
の
売

買
が
購
実
な
る
こ
と
を
証
明
し
、
所
有
権
の
移
転
を
確
認
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
律
令
制
に
お
い
て
は
本
来
的
に
は
園
宅
地
及
び
墾
田
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
売
買
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
口
分
田
売
買
を
防

止
す
る
意
味
で
必
要
で
あ
り
、
奈
良
末
期
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て

の
売
券
は
如
実
に
こ
れ
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
又
一
方
で
は
、

墾
田
と
は
言
い
条
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
ら
常
に
収
公
さ
れ
て
公
田

化
さ
れ
る
可
能
性
も
、
大
土
地
所
有
者
の
囲
い
込
み
の
内
部
に
組
入

れ
ら
れ
て
、
私
・
有
権
を
失
な
う
可
能
性
も
常
に
存
在
し
て
い
た
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
殊
に
自
分
自
身
を
守
る
に
力
の
弱
い
小
規
模
墾
田
所

有
者
は
そ
の
権
利
を
保
護
し
て
く
れ
る
者
が
必
要
で
あ
っ
た
。
律
令

政
府
自
体
は
百
姓
墾
田
を
質
的
に
は
社
寺
皇
親
家
其
の
他
の
有
力
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
墾
田
と
同
じ
次
元
で
所
有
権
を
認
め
て
お
り
、
更
に
寛
平
八
年
四

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

月
二
日
附
の
太
敗
官
符
に
よ
っ
て
、
一
町
の
開
墾
を
請
願
っ
た
百
姓

が
微
力
な
為
に
三
四
反
し
か
開
墾
出
来
な
い
た
め
、
「
受
レ
地
墨
後
、

至
昌
干
三
年
一
本
主
不
レ
開
、
聴
二
他
人
開
墾
し
の
格
を
悪
用
し
た
有
力

者
に
開
墾
を
終
っ
た
地
ま
で
も
未
墾
の
地
と
し
て
押
掠
さ
れ
る
の
を

防
ぐ
た
め
、
百
姓
墾
田
に
限
っ
て
一
町
の
う
ち
二
反
の
開
墾
が
期
限

内
に
完
了
す
れ
ば
、
更
に
改
判
し
な
い
と
醤
う
改
正
を
行
な
っ
て
百

姓
墾
田
の
保
護
に
努
め
た
の
で
あ
る
が
、
村
落
の
現
実
の
力
闘
係
は

そ
れ
を
越
え
て
、
百
姓
治
田
を
奮
ん
だ
大
土
地
所
有
を
現
実
に
出
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
せ
、
特
に
寛
平
八
年
四
月
四
日
号
大
政
官
符
に
よ
る
と
、
東
大
・

元
興
・
大
安
・
興
福
の
諸
寺
は
、
修
理
材
木
を
採
ら
ん
が
為
に
寄
せ

ら
れ
た
杣
山
の
四
本
内
に
あ
る
諸
車
百
姓
の
口
分
田
・
治
田
に
対
し

三
余
歳
に
及
ぶ
慣
例
を
破
っ
て
仁
和
の
頃
よ
り
地
子
を
取
り
立
て
始

め
た
と
言
う
百
姓
の
塵
溜
に
よ
り
諸
寺
は
百
姓
か
ら
従
来
通
り
地
子

を
徴
収
す
る
こ
と
を
と
ど
め
、
そ
の
代
り
百
姓
が
自
由
に
山
中
の
樹

木
を
伐
採
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
と
い
う
こ
と
は
仁
和
の
頃
ま
で
は

百
姓
達
が
必
要
に
応
じ
て
樹
木
を
採
取
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
に
、
九
世
紀
末
に
な
っ
て
、
　
「
山
川
藪
沢
之
利
公
私
共
之
」
の
令

の
原
則
が
く
ず
れ
て
来
て
、
大
土
地
所
有
肚
山
林
原
野
の
占
定
に
よ

っ
て
、
農
民
の
再
生
産
構
造
に
衝
激
と
変
化
な
与
え
始
め
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
動
き
を
表
わ
す
事
件
の
一
つ
に
、
東
大
寺
領
教
説
杣
の
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⑫

闘
題
が
あ
夢
、
石
母
田
氏
も
『
中
世
約
世
界
の
形
成
』
の
中
で
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

上
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
、
こ
の
事
件
は
、
東
大
寺
と
在
地
（
夏
見
郷
）

刀
禰
と
の
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
東
大
寺
と
勘
解
由
長
官
藤
原
町

成
・
夏
見
郷
刀
禰
と
隣
郷
大
和
国
都
介
郷
刀
禰
と
の
関
係
入
り
交
じ

っ
て
複
雑
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。
康
和
元
年
の
頃
、
藤
原
言
成
は

転
二
院
延
珍
僧
都
の
所
領
広
瀬
牧
と
幡
生
牧
を
伝
領
し
た
の
で
、
そ

の
所
属
す
る
都
響
郷
と
夏
見
郷
の
刀
禰
に
名
と
し
て
立
署
す
る
様
帖

篤
し
た
。
と
こ
ろ
が
広
瀬
牧
に
つ
い
て
は
問
題
な
か
っ
た
が
、
薦
生

牧
は
東
大
寺
響
板
蝿
柚
四
至
之
内
で
あ
る
と
云
っ
て
夏
見
郷
刀
禰
は

立
券
を
さ
け
、
寺
と
藤
原
氏
と
で
直
接
話
を
つ
け
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
で
、
業
根
郷
刀
禰
は
藤
原
方
の
伝
領
は
明
白
で
あ
り
、
そ
の
地
が

東
大
寺
領
だ
と
聞
か
な
い
と
別
に
四
葉
紙
強
記
を
作
成
し
た
が
他
堺

の
刀
禰
の
権
限
外
だ
と
し
て
立
券
は
し
な
か
っ
た
。
実
際
は
藤
原
方

及
び
都
介
立
刀
禰
の
方
に
理
が
あ
っ
て
、
夏
見
郷
刀
禰
も
、
も
と
は

板
蝿
杣
は
院
生
牧
を
含
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
先
年
、

東
大
寺
前
別
当
僧
都
が
大
仏
殿
角
材
を
出
す
た
め
当
地
へ
来
た
時
、

使
を
放
っ
て
四
至
の
膀
示
を
勝
手
に
打
ち
、
置
生
牧
屯
そ
の
配
置
内

に
押
込
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
其
後
十
数
年
を
経
た
の
に
誰

も
相
論
を
起
さ
な
い
の
で
そ
の
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
述
べ
て

い
る
。
東
大
寺
側
も
こ
の
弱
点
を
暗
に
認
め
て
、
牧
に
便
宜
之
地
は

牧
と
し
、
杣
に
便
宜
某
地
は
柚
と
し
ょ
う
と
申
出
て
、
結
局
、
筆
生

牧
の
堅
い
分
通
り
に
刀
禰
に
よ
っ
て
立
券
さ
れ
た
が
、
菓
大
寺
も
全

く
後
退
し
た
わ
け
で
な
く
牧
之
四
鏡
内
の
み
を
藤
原
方
に
譲
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
拡
大
し
た
孫
譲
す
べ
て
を
撤
回
し
た
わ
け
で
な
い
。
但

刀
禰
等
は
牧
の
四
竃
内
に
も
治
田
公
田
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
、

「
本
自
任
図
帳
公
験
、
牧
可
領
之
、
以
牧
領
掌
、
他
人
可
領
之
以
其

人
領
掌
、
　
公
田
又
官
物
租
税
毎
色
弁
進
、
単
寧
尚
奥
」
と
旧
来
か

ら
設
定
さ
れ
て
い
た
権
利
の
擁
護
を
な
し
て
い
る
。
特
に
大
土
地
所

有
者
同
志
の
相
論
は
刀
禰
は
手
を
引
い
て
両
者
の
話
し
合
い
に
任
ぜ

て
い
る
点
、
東
大
寺
別
当
が
勝
手
に
四
至
を
拡
大
し
た
の
を
知
り
な

が
ら
、
拡
大
し
て
か
ら
十
数
年
相
論
な
く
過
ぎ
て
い
る
と
慣
習
的
に

そ
の
四
至
を
認
め
て
、
そ
の
聞
何
ら
主
体
的
に
抗
議
し
な
か
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ

と
は
、
刀
禰
が
擁
護
し
よ
う
と
し
た
権
利
自
身
が
、
未
分
化
で
弱
体

で
あ
っ
た
が
一
方
、
都
会
郷
の
刀
禰
が
事
実
を
知
っ
て
い
て
も
他
郷

の
立
券
に
は
関
与
し
な
い
こ
と
、
中
村
刀
禰
が
中
村
と
夏
越
郷
と
の

境
に
あ
っ
た
助
信
私
田
畠
に
つ
い
て
、
当
該
地
は
検
田
圃
に
よ
る
と

夏
見
郷
の
中
で
あ
り
、
そ
の
三
障
は
清
友
の
大
木
と
定
め
て
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ら
中
村
刀
禰
の
進
止
で
は
な
い
ζ
苫
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
各
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村
刀
禰
の
地
域
的
管
轄
は
恐
ら
く
確
定
し
て
居
り
、
令
制
に
於
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

郷
長
の
支
配
下
に
あ
る
田
が
郷
舞
戸
占
有
田
で
あ
っ
た
段
階
と
は
明

ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

　
大
土
地
所
有
者
に
対
し
て
は
か
く
無
力
で
あ
っ
た
と
し
て
竜
村
落

内
都
で
の
山
野
の
開
発
は
刀
禰
が
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
こ
と
は

次
の
事
実
が
証
明
し
て
い
る
。
寛
弘
七
年
に
伊
勢
国
二
見
郷
廿
一
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

二
見
里
を
開
発
せ
ん
と
し
た
石
部
千
吉
は
、
該
地
が
実
際
に
荒
野
で

あ
る
こ
と
を
証
す
る
署
判
を
二
見
郷
の
刀
禰
に
請
い
、
や
は
り
ニ
見

郷
浜
大
浦
を
開
か
ん
と
し
た
止
長
恵
は
、
路
地
は
先
に
刀
禰
福
時
が

開
墾
を
申
請
し
た
土
地
で
あ
っ
た
が
成
功
し
な
か
っ
た
た
め
、
改
め

て
自
分
に
開
墾
す
る
の
を
許
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
刀
禰
及
び
問
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

地
主
高
宮
御
塩
焼
物
忌
従
七
信
服
連
兼
村
が
加
署
し
て
い
る
。
更
に

永
保
二
年
正
月
廿
日
永
作
手
田
宛
行
状
に
よ
る
と
、
刀
禰
法
名
及
び

預
が
僧
知
増
に
荒
田
畠
を
充
行
っ
て
開
発
せ
し
め
、
永
作
手
を
許
し

　
⑱

た
例
が
あ
る
こ
と
よ
り
し
て
、
地
域
的
に
も
限
定
さ
れ
た
村
落
内
部

の
荒
野
開
発
を
管
理
す
る
任
務
は
刀
禰
達
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
と

考
え
得
る
。
し
か
し
未
だ
刀
禰
の
独
占
す
る
段
階
に
は
達
し
て
い
な

い
こ
と
は
、
酋
長
恵
が
開
発
し
よ
う
と
し
た
地
は
、
刀
禰
の
古
開
発

田
で
あ
る
こ
と
、
承
安
四
年
の
紀
伊
国
紀
実
俊
解
に
よ
る
と
、
彼
の

祖
成
実
朝
臣
が
村
刀
禰
な
る
時
附
近
の
住
民
を
相
語
ら
つ
て
久
重
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

曲
松
門
名
を
開
発
し
た
が
、
作
人
達
（
－
一
住
民
達
）
が
前
当
公
事
・

雑
役
を
徴
せ
ら
れ
る
の
を
嫌
っ
て
再
び
荒
廃
し
て
了
つ
た
由
を
述
べ

て
い
る
こ
と
よ
り
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
有
名
な
寛
弘
九
年
の
和
泉

　
⑳

国
符
が

寛
弘
五
年
以
往
荒
廃
公
田
者
、
縦
是
大
名
之
適
作
、
可
令
許
作
小
人
之
申
請
、

但
有
本
名
不
荒
古
筆
煙
弾
欲
加
作
潜
、
郡
司
榿
検
其
新
古
之
坪
、
可
停
他
名

之
申
請
也
。

と
の
べ
て
い
る
こ
の
政
策
は
、
刀
禰
に
よ
っ
て
現
実
に
遂
行
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
し
、
又
こ
の
点
で
刀
禰
の
属
す
る
階
層
と
国
衙
の
要
求
は

一
致
し
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
刀
禰
が
積
極
的
に
支
配
組
織
に
侵
入
し

て
行
っ
た
意
義
も
こ
こ
に
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
前
述
の
成
実
朝
臣

が
附
近
住
民
を
相
語
ら
い
協
力
し
て
閥
墾
を
は
じ
め
な
が
ら
、
結
局

彼
等
の
反
対
に
逢
っ
て
失
敗
し
た
事
実
は
、
当
時
の
郡
・
郷
司
に
よ

る
開
発
が
、
五
千
余
人
の
功
を
尽
く
し
て
五
十
町
余
の
田
畠
を
開
墾

し
、
そ
の
勲
功
を
以
っ
て
別
符
の
保
と
し
て
永
く
領
知
を
許
さ
れ
た

　
　
　
　
⑳

秦
為
辰
の
例
が
典
型
的
に
示
す
も
の
と
は
、
全
く
質
的
に
異
な
っ
て

い
る
。
即
ち
第
二
節
の
終
り
に
の
べ
た
大
名
田
堵
的
な
在
地
の
有
力

者
達
が
、
相
寄
っ
て
共
同
組
織
を
作
り
、
未
だ
不
完
全
な
権
利
で
し
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か
な
い
土
地
私
有
権
を
桐
互
に
守
り
合
い
、
向
時
に
律
令
鋼
を
離
れ

て
は
そ
の
生
活
も
何
も
存
在
し
な
い
と
云
う
段
階
で
、
或
い
は
下
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

律
令
官
人
と
な
り
、
或
い
は
郡
司
の
徴
税
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
ら
の
地
位
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
が
刀
禰
の
具
体
的
な

姿
で
あ
り
、
共
同
組
織
内
で
の
各
人
は
比
較
的
独
立
的
な
地
位
を
保

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
勿
論
こ
の
共
同
組
織
に
入
り
組
む
こ
と
の
嵐

来
な
い
多
数
の
農
民
が
い
た
こ
と
も
見
の
が
す
こ
と
の
出
来
な
い
事

実
で
あ
る
。

　
彼
等
の
土
地
所
有
に
対
す
る
保
証
は
時
に
は
田
籍
に
優
先
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
延
喜
六
年
師
資
趨
伝
に
よ
っ
て
家
地
並
び
に
墾
田
を

伝
領
し
た
東
大
寺
上
坐
慶
賛
は
、
同
地
を
己
墾
田
と
称
し
て
領
知
を

妨
げ
る
元
興
寺
僧
玄
阿
の
横
暴
を
停
め
ん
が
た
め
、
刀
禰
及
び
郡
衙

に
愁
申
し
た
が
、
刀
禰
等
の
公
務
い
そ
が
し
く
五
年
ば
か
り
そ
の
ま

ま
打
ち
過
ぎ
て
い
た
が
、
十
一
年
に
至
り
双
方
の
公
験
を
摺
対
し
是

非
を
決
せ
ん
と
し
た
が
玄
三
方
は
国
郡
帳
に
元
興
寺
田
と
あ
る
こ
と

の
み
を
主
張
し
て
公
験
を
出
さ
な
か
っ
た
の
で
刀
禰
等
は
紅
熱
の
公

験
を
正
当
と
認
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
こ
れ
に
従
っ
て
、
国
衙
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

郡
衙
も
慶
賛
の
所
有
権
権
を
認
め
て
い
る
例
が
あ
る
。
特
に
刀
禰
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

証
判
は
、
　
「
在
地
郡
内
明
白
」
で
あ
る
こ
と
に
出
し
て
上
下
諸
人
の

代
表
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
特
に
長
子
一
子
相
続
の
支
配
的

で
な
い
こ
の
時
代
で
は
、
血
続
す
ら
も
公
に
知
ら
せ
て
在
地
の
証
判

を
請
け
、
子
孫
に
も
知
ら
し
め
る
こ
と
が
最
も
道
理
に
か
な
っ
た
方

　
　
　
　
⑳

法
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
刀
禰
に
よ
る
保
証
は
、
単
に
律
令
国
家
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
け
で
な
く
、
地
方
の
小
さ
な
地
域
共

同
体
の
中
で
、
そ
の
行
動
が
常
に
皆
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
事
情
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
完
全
に
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

①
　
　
　
「
策
丁
｛
女
職
退
文
」
　
一
一
一
三
八
。
　
　
　
　
②
　
　
職
一
右
　
　
　
　
　
四
〇
～
。

③
　
岡
右
　
　
　
九
八
一
。
　
　
　
　
④
　
同
右
　
　
　
九
四
　

⑤
同
仁
　

六
三
七
。
　
　
⑥
同
右
　
＝
六
〇
。

⑦
　
随
令
。

⑧
　
　
「
類
聚
三
代
格
」
天
平
十
五
年
五
月
二
七
日
、
同
右
弘
仁
二
年
皿
月
廿

　
九
日
、
但
量
的
に
許
可
さ
れ
る
田
代
は
有
位
者
程
多
い
の
は
云
う
ま
で
も

　
な
い
。

⑨
　
　
「
類
聚
三
代
格
」
。
　
　
　
⑩
　
同
右
。

⑪
雑
令
。
　
　
　
　
⑫
前
掲
、
第
一
章
第
一
節
。

⑬
　
「
平
安
遺
文
」
二
七
一
、
一
　
七
三
一
二
七
七
、
二
八
一
　
二
八
四
。

⑭
岡
右
＝
三
五
沖

⑮
吉
園
鹸
前
掲
論
文
第
一
節
。

⑯
「
平
安
遺
文
」
四
四
八
。

⑰
陶
右
　
　
　
　
五
四
七
。

⑯
　
同
右
　
　
　
一
一
八
九
。
但
小
泉
郷
庄
内
と
あ
る
事
か
ら
し
て
公
卿
刀
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保証刀醐について（秋宗）

　
禰
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

⑲
　
　
門
同
右
　
　
一
一
工
一
睡
〇
・
一
二
六
七
一
。
　
⑳
　
　
嗣
右
　
　
四
一
五
七
◎

⑳
周
右
一
＝
三
二
一
七
一
Q

⑳
　
供
御
稲
の
徴
収
に
つ
い
て
は
門
平
安
同
文
」
三
六
七
、
氷
馬
役
の
徴
収

　
に
つ
い
て
は
移
封
一
六
九
一
、
地
子
未
進
勘
交
の
作
成
に
つ
い
て
は
隅
右

　
二
一
五
七
な
ど
の
例
が
あ
る
。

⑳
　
　
「
平
安
蹴
旭
文
」
　
二
〇
六
。
　
　
　
　
⑳
　
　
㎜
副
七
制
　
　
　
　
三
八
一
二
。

⑳
　
同
右
　
　
　
二
㎜
三
七
。

お
わ
り
に

右
に
縷
述
し
て
き
た
刀
禰
は
、
土
地
売
券
が
地
種
を
謎
さ
ず
、
売
買

当
事
考
の
み
で
作
成
さ
れ
る
様
に
な
る
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
保

証
以
外
の
役
割
を
果
す
場
合
竜
、
漸
次
史
料
か
ら
姿
を
消
し
て
行
く

様
で
あ
る
。

　
か
っ
て
寛
治
年
中
紀
伊
国
散
位
坂
上
経
澄
は
会
議
峯
寺
々
心
行
賢

殺
害
の
か
ど
を
も
っ
て
山
前
八
多
山
八
十
町
の
所
領
を
高
野
山
政
所

か
ら
奪
わ
れ
た
が
、
そ
の
返
還
を
願
っ
た
解
に
在
地
随
近
刀
禰
と
し

て
十
数
名
の
加
署
を
得
て
提
出
し
た
が
、
高
野
山
の
大
衆
評
定
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
て
山
上
を
追
回
さ
れ
、
所
領
は
返
還
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が

天
治
の
頃
、
又
高
野
山
所
司
良
快
を
殺
害
せ
ん
と
し
た
範
勝
ボ
山
上

か
ら
追
却
さ
れ
、
親
父
長
行
任
の
所
領
も
没
収
さ
れ
、
庄
内
住
民
に

講
料
を
と
っ
て
耕
作
せ
し
め
た
が
、
再
任
は
書
勝
の
行
動
に
関
知
し

な
い
と
し
て
所
領
の
返
還
を
願
う
動
き
に
対
し
て
、
庄
内
住
民
等
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
れ
に
反
対
す
る
解
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
文
書
署
名
者

を
比
較
し
て
上
横
手
雅
敬
氏
は
郡
司
刀
禰
的
勢
力
が
没
落
し
て
、
没

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

個
性
的
中
小
名
主
集
団
に
変
化
し
て
行
く
と
考
え
ら
れ
た
が
、
後
者

の
場
合
、
刀
禰
な
る
名
称
竜
官
人
的
地
位
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、

坂
上
氏
の
場
合
行
澄
・
時
澄
と
そ
の
一
族
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る

し
、
僧
侶
達
も
寺
の
三
綱
達
で
あ
っ
て
、
韓
に
勢
力
の
交
代
が
行
わ

れ
た
と
は
思
え
な
い
。
少
し
時
代
が
下
る
が
、
応
保
二
年
大
和
国
添

下
郡
秋
篠
郷
内
の
地
を
紀
国
末
が
売
却
し
た
際
に
加
署
し
た
刀
禰
達

は
太
郎
・
二
郎
・
三
郎
等
の
極
め
て
名
主
的
な
名
を
も
つ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

平
安
中
期
以
降
口
分
田
と
墾
田
の
等
質
化
が
一
般
的
と
な
る
に
し
た

が
っ
て
、
保
証
刀
禰
は
そ
の
特
殊
な
役
割
を
果
さ
な
く
な
り
、
新
し

く
名
主
層
の
中
に
発
展
的
に
解
消
し
て
ゆ
く
も
の
と
思
わ
れ
、
村
落

結
合
も
あ
ら
た
に
そ
こ
か
ら
生
れ
る
で
あ
ろ
う
。

①
　
「
平
安
遺
文
扁
一
二
七
一
。

②
　
同
右
　
　
　
二
〇
四
三
・
一
二
二
三
。

③
上
横
手
雅
敬
「
武
士
団
成
立
史
の
一
門
」
聯
．
史
窓
二
九
。

④
村
井
康
彦
「
名
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
『
歴
史
学
観
究
』
一
二
五
号
。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　On」Uosh∂lone・保証刀禰．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yasuko　Akimund

　　It　is　well－known　that　in　the　dissolving　proeess　of　the　Ritsttryo”

律令system毛he　real　power　of　the　local　govemment　shifted　fl－oM

G6ch6郷長：to　G63痂郷司．　Tone刀禰，　who　seemed　to　do　a籍assistant

part　under　this　GbtsJzi，　was　ftc　powerful　resident　man　（of　Daimyo－tato

大名田堵existence，　really　resident　in　a　vi11age，　doing　Shisuifeo私

出挙and　others，　cultivating　K6den公田，　Sh6den庄田，1〈onden　i墾

田with　followers）as　a　unit　of　ffo保in　Kyoto　and　of　village　in　the

country，　in　place　of　the　Goho五保system　with　weak　power　of

uuification，　and　his　duty　was　examination　of　Hii非遺and　guaran－

tee　of　a　private　land　under　the　control　of　Ky6shiki京職and　Koletega

国衙．In　case　of　a　special　private　righ℃owning　only　Konden　Tone

acted　a，　part　of　community　in　ftc　village，　authorizing　colonization　of

a　waste　land　under　his　lea，　dership：　in　case　of　general　identification

in　ownership　of　ICubztnden口分田and　Konde・re　he　seemed　to　be

included　in　to云4ン6slzμ　名主．

　　　　AStudy　on　Land－owning　in　Liang－o面一ん‘両漸路in

　　　　　　the　Period　of　the　Northern　Sz6㎎宋Dyrlasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiro　Kawahara

　　Liang－che”一lu両￥｝ff路・has　already　constituted　a　main　rice－producing　area

in　the　T‘ang唐period，　where　a　large　reduction　of　house　numbers

and　production　has　occurted　because　o£’the　disturbance　’at　the　end

of　T‘ang’≠獅п@the　rule　by　maney銭family　in　the　Five　Dynasties，

which　means・the　i’eduction　of　ta．　x－payers’　houses　on　account　of

overburden，　not　of　the　productive　power　itself　which　seemed　retained

in　tne　1fte　nd－owning　itself・　asa　potential　productive　power：　along

with　a　superiority　in　land　power，　thanl〈s　to　the　emac　ncipation　from

the　overburden　of　early　Sung　’1’k’　per’iod，　in　Sung　Ehu－hu　tiilJfif

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈　654　）


